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北九州市告示第３７６号

北九州市収納代理金融機関、北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納

取扱店の指定についての告示（令和２年北九州市告示第１２０号）の一部を次

のように改正し、令和２年１０月１日から施行する。

令和２年９月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

４の収納代理金融機関及びその収納取扱店の表中

株式会社十八銀行

株式会社親和銀行

株式会社十八親和銀行

改める。

「

を

「

に
」

」
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北九州市告示第３７７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定により道路の占

用を制限する区域を指定したので、同条第３項の規定により次のとおり告示す

る。 

 その関係図書は、北九州市役所（建設局総務部管理課）においてこの告示の

日から３０日間一般の縦覧に供する。 

令和２年９月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域  

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 

一般国道 ３号 門司区東本町一丁目６番２４地先から 

小倉北区砂津一丁目３２３番９地先まで 

一般国道 １９８号 門司区港町１番１地先から 

門司区西海岸一丁目４番８地先まで 

一般国道 １９９号 門司区西海岸一丁目４番１３地先から 

戸畑区川代一丁目２０番６地先まで 

（小倉北区末広一丁目１番２３地先から小 

倉北区浅野二丁目２番１４７地先を経由し 

小倉北区浅野二丁目２番５７地先までの区 

間及び小倉北区許斐町１３番３地先から小 

倉北区東港一丁目５番７を経由し小倉北区 

西港町３番１７地先までの区間を除く。） 

一般国道 １９９号 小倉北区砂津三丁目４２２番１２地先から 

小倉北区愛宕二丁目２３４３番３地先まで 

一般国道 １９９号 戸畑区新池三丁目５２３９番地先から 

八幡西区日吉台一丁目１１６７番９地先ま 

で 

一般国道 １９９号 戸畑区川代一丁目４２番地先から 

戸畑区川代一丁目６１番８地先まで 

一般国道 １９９号 若松区二島六丁目６番１９地先から 

八幡西区本城東一丁目１０２番２９地先ま 

で 

一般国道 ２００号 八幡西区筒井町３番１地先から 

八幡西区星ヶ丘六丁目７番１０１地先まで 

一般国道 ２１１号 八幡西区馬場山東二丁目５０２番１地先か 

ら 

八幡西区割子川二丁目１番１３地先まで 

一般国道 ３２２号 小倉北区片野四丁目１９６番地先から 

小倉南区大字呼野９１７番１９４地先まで 

（小倉北区片野四丁目２０１番地先から小 

倉南区北方二丁目８７１番２を経由し小倉 
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南区守恒本町二丁目１４番１０５地先まで 

の区間、小倉南区大字高津尾６２０番１地 

先から小倉南区大字新道寺３２０番を経由 

し小倉南区大字呼野９１７番１３地先まで 

の区間及び小倉南区大字呼野１７２番３地 

先から小倉南区大字呼野１６９番５を経由 

し小倉南区大字呼野１５６番１地先までの 

区間を除く。） 

一般国道 ４９５号 若松区白山一丁目４３３番７地先から 

若松区大字蜑住１９３１番９地先まで 

県道 有毛引野線 若松区大字大鳥居１５７番１地先から 

八幡西区引野二丁目６番７地先まで 

県道 門司行橋線 門司区丸山二丁目１２００番３地先から 

小倉南区葛原東四丁目１３７０番８地先ま 

で 

（門司区大字畑２２９２番６地先から門司 

区吉志一丁目１８９４番３を経由し門司区 

大字吉志３２９番２地先までの区間及び小 

倉南区上吉田六丁目７２６番１地先から小 

倉南区中吉田六丁目１１８７番３を経由し 

小倉南区沼南町一丁目３２７番７地先まで 

の区間を除く。） 

県道 門司行橋線 小倉南区大字朽網７９９番２地先から 

小倉南区大字朽網３９１４番６９地先まで 

県道 北九州芦屋線 若松区二島五丁目５番１地先から 

八幡西区大字浅川曲川大橋中央まで 

県道 直方行橋線 小倉南区大字木下１２１８番１地先から 

小倉南区大字新道寺２８３１番２３地先ま 

で 

県道 中間引野線 八幡西区永犬丸西町四丁目１０５０番１０ 

地先から 

八幡西区引野一丁目１番６地先まで 

県道 八幡戸畑線 八幡東区中央二丁目１３番２地先から 

戸畑区幸町１１番地先まで 

県道 曽根鞘ケ谷線 小倉南区若園四丁目２９５番８地先から 

小倉南区北方二丁目８６７番５地先まで 

県道 曽根鞘ケ谷線 小倉南区大字蒲生１１０１番１地先から 

小倉北区熊谷三丁目１０２５番１地先まで 

県道 曽根鞘ケ谷線 八幡東区清田二丁目２番１地先から 

八幡東区荒生田二丁目１４８２番３地先ま 

で 

県道 小倉中間線 八幡西区香月西三丁目１８８９番１０地先 

から 

八幡西区大字香月１４４９番３地先まで 
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県道 北九州小竹線 八幡東区中央一丁目５０番３７地先から 

八幡東区大蔵一丁目６７３番１２地先まで 

県道 長行田町線 小倉南区長尾四丁目３３２番３地先から 

小倉南区大字蒲生１１０１番１地先まで 

（小倉南区下南方二丁目５１４番８地先か 

ら小倉南区下南方二丁目５８４番２を経由 

し小倉南区下南方二丁目５９０番２地先ま 

での区間を除く。） 

県道 長行田町線 小倉北区城内３４９番１地先から 

小倉北区大門一丁目３６３番２地先まで 

県道 新門司港大里

線 

門司区大字畑８５２番１地先から 

門司区大里本町二丁目３４１７番１地先ま 

で 

（門司区大字畑７４番３地先から門司区大 

字畑２３４１番１２を経由し門司区大字畑 

２３５７番２地先までの区間を除く。） 

県道 黒川白野江東

本町線 

門司区黒川西一丁目４３４番２地先から 

門司区白野江一丁目２３５１番１地先まで 

県道 黒川白野江東

本町線 

門司区新開１４番１地先から 

門司区東門司一丁目２番１地先まで 

県道 直方水巻線 八幡西区木屋瀬四丁目７１５番５地先から 

八幡西区大字楠橋４９６０番４地先まで 

県道 水巻芦屋線 八幡西区三ツ頭一丁目１３９４番１００地 

先から 

若松区高須西二丁目１番１４４地先まで 

県道 湯川赤坂線 小倉北区霧ケ丘三丁目２５７番４地先から 

小倉北区足原二丁目６０番３地先まで 

県道 湯川赤坂線 小倉北区小文字一丁目２５番１地先から 

小倉北区上富野二丁目１４９１番１０地先 

まで 

県道 三萩野魚町線 小倉北区香春口二丁目９２８番６地先から 

小倉北区馬借一丁目１４７番１地先まで 

県道 竪町到津線 小倉北区金田二丁目１３２番２地先から 

小倉北区上到津三丁目９５番２地先まで 

県道 下到津戸畑線 小倉北区下到津四丁目６７番地先から 

戸畑区旭町１６４番４地先まで 

県道 頓田二島線 若松区大字頓田２７７５番１地先から 

若松区畠田三丁目４番１２１地先まで 

県道 本城熊手線 八幡西区本城東一丁目１０２番３１地先か 

ら 

八幡西区黒崎三丁目１５４番１地先まで 

県道 植木上上津役

線 

八幡西区吉祥寺町２３９９番２地先から 

八幡西区大平三丁目２３５番２地先まで 

県道 大蔵到津線 八幡東区大蔵二丁目６７６番５地先から 
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  小倉北区上到津三丁目９５番２地先まで 

市道 砂津城内１号

線 

小倉北区魚町三丁目１７番３地先から 

小倉北区城内３４８番２地先まで 

市道 中央桃園１号

線 

八幡東区中央一丁目５０番３７地先から 

八幡東区桃園四丁目２番地先まで 

市道 魚町馬借１号

線 

小倉北区魚町二丁目１８４番１地先から 

小倉北区馬借一丁目１４７番４地先まで 

市道 大門金田１号

線 

小倉北区大門一丁目３６２番１地先から 

小倉北区田町９１番地先まで 

市道 栄町１号線 門司区栄町５０番２地先から 

門司区栄町２６６番１地先まで 

市道 竪町大門１号

線 

小倉北区竪町一丁目２８８番１地先から 

小倉北区大門一丁目３４０番１０２地先ま 

で 

市道 春の町大谷１

号線 

八幡東区春の町五丁目１２番３地先から 

八幡東区大谷一丁目２番７地先まで 

市道 大浦医生ケ丘

１号線 

八幡西区大浦一丁目１００番１８地先から 

八幡西区医生ケ丘３番１地先まで 

市道 城内木町１号

線 

小倉北区城内４６番９地先から 

小倉北区木町一丁目８０６番１地先まで 

市道 吉志新門司１

号線 

門司区吉志一丁目１７６０番１２地先から 

門司区大字恒見１３５９番４６地先まで 

市道 二島片山１号

線 

若松区二島五丁目８番１１０地先から 

若松区片山一丁目６番１０６地先まで 

市道 新池中原東１

号線 

戸畑区新池三丁目５１０３番１７地先から 

戸畑区中原東三丁目中原橋東詰まで 

市道 大積柄杓田１

号線 

門司区大字大積６３８番４地先から 

門司区大字柄杓田５５２番３地先まで 

市道 柄杓田伊川１

号線 

門司区大字柄杓田９４８番７地先から 

門司区新門司一丁目１５番１地先まで 

市道 新町井ノ浦線 門司区松原二丁目６５０９番５地先から 

門司区大里新町２０５番９地先まで 

市道 光明大浦１号

線 

八幡西区光明一丁目１９１４番１地先から 

八幡西区大浦一丁目１００番１８地先まで 

市道 足原黒住町１

号線 

小倉北区足原二丁目６０番３地先から 

小倉北区黒住町１３２７番２地先まで 

市道 乙丸１号線 若松区大字乙丸稲国橋から 

若松区青葉台西六丁目１００番７地先まで 

市道 北方１号線 小倉南区北方二丁目８７３番１地先から 

小倉南区北方二丁目１０５２番１地先まで 

市道 乙丸２号線 若松区花野路一丁目２番１０７地先から 

若松区青葉台西六丁目２番１０１地先まで 

市道 浅野京町１号

線 

小倉北区浅野二丁目７６番５０地先から 

小倉北区京町一丁目１０１番１地先まで 
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市道 三萩野三郎丸

１号線 

小倉北区三萩野一丁目１番２地先から 

小倉北区三郎丸三丁目８番２地先まで 

市道 山手企救丘１

号線 

小倉南区山手三丁目４７７番３８０地先か 

ら 

小倉南区企救丘二丁目８５１番１２６地先 

まで 

市道 西曲里町鷹の

巣１号線 

八幡西区西曲里町３番１２地先から 

八幡西区鷹の巣一丁目１７番２０地先まで 

市道 黄金片野１号

線 

小倉北区黄金二丁目４１番地先から 

小倉北区片野四丁目３０番１地先まで 

市道 西港町１号線 小倉北区西港町９番１７地先から 

小倉北区西港町８６番１３地先まで 

市道 徳力葛原線 小倉南区徳力七丁目１８番１地先から 

小倉南区葛原東三丁目１２５８番１地先ま 

で 

市道 東曲里町陣山

１号線 

八幡西区東曲里町２番１地先から 

八幡東区桃園三丁目１５番１地先まで 

市道 西港町２号線 小倉北区西港町１５番２４地先から 

小倉北区西港町１２３番１０地先まで 

市道 湯川飛行場線 小倉南区湯川五丁目８６３番５地先から 

小倉南区中曽根東四丁目１８６３番１地先 

まで 

市道 愛宕中井口１

号線 

小倉北区愛宕二丁目２３４３番５地先から 

戸畑区中原東三丁目中原橋東詰まで 

市道 長尾南方２号

線 

小倉南区長尾五丁目２２１番１０地先から 

小倉南区南方五丁目８番１０５地先まで 

市道 八重洲町上石

田１号線 

小倉南区八重洲町３９５番１地先から 

小倉南区上石田二丁目４７７番１０２１地 

先まで 

市道 弁天町東篠崎

１号線 

小倉北区篠崎一丁目１１２５番１地先から 

小倉北区東篠崎一丁目１２１番地先まで 

市道 則松１８８号

線 

八幡西区則松六丁目６８６番１５地先から 

八幡西区則松四丁目１７７２番３地先まで 

市道 下富野大畠１

号線 

小倉北区下富野五丁目１０４番１地先から 

小倉北区大畠三丁目５６０番１地先まで 

市道 熊谷原町１号

線 

小倉北区熊谷三丁目９８７番１４０地先か 

ら 

小倉北区木町一丁目８０５番２地先まで 

市道 折尾頓田線 八幡西区浅川学園台三丁目１番地先から 

若松区大字頓田２７７５番９地先まで 

市道 楠橋南楠橋上

方１号線 

八幡西区楠橋南一丁目１５７番３地先から 

八幡西区楠橋上方一丁目１４７１番１地先 

まで 

市道 大字田野浦１ 門司区大字田野浦１２０５番１地先から 
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 号線 門司区大字田野浦１０８９番地先まで 

市道 清田山路松尾

町１号線 

八幡東区清田二丁目１１番１０地先から 

八幡東区山路松尾町９４５番３地先まで 

市道 東城野町三郎

丸１号線 

小倉北区熊本四丁目１３２９番７地先から 

小倉北区三郎丸一丁目２５番１地先まで 

市道 木町大手町１

号線 

小倉北区木町一丁目貴船橋から 

小倉北区大手町１５番１７地先まで 

市道 藤田西鳴水１

号線 

八幡西区藤田三丁目８４番１地先から 

八幡西区藤田四丁目２番２地先まで 

市道 浅野４号線 小倉北区浅野二丁目７６番４地先から 

小倉北区浅野二丁目７６番５０地先まで 

市道 浅野１４号線 小倉北区浅野三丁目２番７２４地先から 

小倉北区浅野三丁目４番２地先まで 

市道 足原２号線 小倉北区大畠三丁目７４０番５地先から 

小倉北区足原一丁目２１０番１地先まで 

市道 足原２６号線 小倉北区足原二丁目６０番３地先から 

小倉北区足原一丁目２１０番１地先まで 

市道 永犬丸４８号

線 

八幡西区永犬丸四丁目５番１０１地先から 

八幡西区永犬丸四丁目１０番１０１地先ま 

で 

市道 永犬丸６０号

線 

八幡西区則松七丁目１８番１０３地先から 

八幡西区則松七丁目１番１１５地先まで 

市道 永犬丸６７号

線 

八幡西区八枝一丁目２番１０３地先から 

八幡西区八枝二丁目４番１０１地先まで 

市道 永犬丸７８号

線 

八幡西区八枝三丁目１３番１０１地先から 

八幡西区八枝五丁目４番１０１地先まで 

市道 永犬丸１０８

号線 

八幡西区里中三丁目２９番地先から 

八幡西区永犬丸五丁目１番２地先まで 

市道 中原新池１号

線 

戸畑区大字戸畑２５５番８地先から 

戸畑区千防三丁目５１５８番６地先まで 

市道 中原戸畑１号

線 

戸畑区大字中原４６番１地先から 

戸畑区大字戸畑２５５番８地先まで 

市道 枝光３９号線 八幡東区枝光二丁目８番１０５地先から 

八幡東区東田五丁目１番１０５地先まで 

市道 新門司１号線 門司区大字吉志１９９６番７０地先から 

門司区新門司一丁目１番１地先まで 

市道 東田前田２号

線 

八幡東区東田二丁目２番１２４地先から 

八幡東区大字前田１２５８番１５地先まで 

市道 香月１２号線 八幡西区千代一丁目１０３９番７地先から 

八幡西区千代三丁目３６４１番１３５地先 

まで 

市道 香月２２６号

線 

八幡西区椋枝二丁目２４０４番１地先から 

八幡西区香月西三丁目１６２８番１４地先 
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  まで 

市道 香月２７４号

線 

八幡西区香月中央四丁目１２８９番１地先 

から 

八幡西区楠橋上方一丁目１４９５番１地先 

まで 

市道 香月２８５号

線 

八幡西区香月中央二丁目１９２３番１地先 

から 

八幡西区香月中央三丁目２０１４番４地先 

まで 

市道 香月２９２号

線 

八幡西区大字香月１２９５番７地先から 

八幡西区香月中央三丁目２０１４番４地先 

まで 

市道 楠橋１４号線 八幡西区楠橋上方一丁目１４６６番１地先 

から 

八幡西区楠橋上方一丁目１４９５番１地先 

まで 

市道 老松町長谷１

号線 

門司区老松町３番１地先から 

門司区丸山二丁目１２０１番１地先まで 

市道 猿喰９２号線 門司区大字猿喰１１７４番５地先から 

門司区新門司北一丁目３番５地先まで 

市道 砂津上富野１

号線 

小倉北区砂津二丁目３２１番３地先から 

小倉北区上富野二丁目１４９１番１地先ま 

で 

市道 都下到津３号

線 

小倉北区都一丁目１９０８番３３地先から 

小倉北区下到津四丁目３１番１地先まで 

市道 城内大手町１

号線 

小倉北区城内３４８番２地先から 

小倉北区大手町１４番１地先まで 

市道 田町竪町１号

線 

小倉北区竪町一丁目１４０番７地先から 

小倉北区竪町二丁目２１８９番２３地先ま 

で 

市道 浅野３２号線 小倉北区浅野三丁目２番７４３地先から 

小倉北区浅野三丁目２番７４５地先まで 

市道 安瀬戸畑１号

線 

若松区北浜一丁目１番１６地先から 

戸畑区大字戸畑２５５番８地先まで 

市道 南方１７号線 小倉南区徳力六丁目１０番１０３地先から 

小倉南区徳力六丁目１４番１１０地先まで 

市道 南若園横代北

町１号線 

小倉南区南若園町２１９番１地先から 

小倉南区横代北町二丁目８９６番３地先ま 

で 

市道 則松光明１号

線 

八幡西区則松一丁目１８００番１地先から 

八幡西区光明一丁目１９２１番２地先まで 

市道 里中三ケ森１

号線 

八幡西区里中一丁目１７番地先から 

八幡西区三ケ森四丁目７７番２地先まで 

市道 空港北町１号 小倉南区空港北町１番地先から 
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 線 小倉南区空港北町１番地先まで 

（令和２年１０月１日時点で供用が開始さ 

れていない部分を除く。） 

市道 下上津役７３

号線 

八幡西区下上津役四丁目１３番１０７地先 

から 

八幡西区下上津役一丁目４番１０１地先ま 

で 

２ 制限の対象とする占用物件  

新たに道路上に設ける電柱（占用制限の開始期日より前に占用を認められ

た電柱の更新又は移設によるものを除く。） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外

に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな

い。 

３ 占用を制限する理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における

被害の拡大を防止するため。 

４ 占用制限の開始期日  

令和２年１０月１日 
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工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格
総合評価落札
方式

　なお、市議会で否決された場合は、本契約を締結しない。この場合、本市は本契約が成立し

構成員の数は、２社又は３社とする。
なお、構成員は、この工事について結成された他の共同企業体の構成員でない
こと。

出資比率 各構成員の出資比率は、２社で結成する場合は１００分の３０以上、３社で結
成する場合は１００分の２０以上であること。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有し
ていること。

登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。

平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以
下「本市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び

実績 地方消費税相当額を含む。）の土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）につ
いて、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資
格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
本店、主たる営業所（注４）、支店又は営業所が北九州市内にあり、令和２年
９月２９日までに北九州市技術監理局契約部契約制度課において、事業所の登
録手続（注５）を完了していること。
令和元・２年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営規

指数 模等評価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「土木一式」の「
総合評定値（Ｐ）」が１，０００点以上であり、構成員中最大であること。

出資比率 出資比率が構成員中最大であること。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日に

技術者 おいて雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者
に限る。）を専任で配置することができること。

共同企業体の 所在地 本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
代表構成員以 この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）
外の構成員の 技術者 又は主任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配
条件 置することができること。

３　契約条項 場所
　を示す場所 期間
　及び期間
４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の

（１）　この契約は、北九州市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

　入札の落札者は、落札決定の日から北九州市（以下この項において「本市」という。）が指
　定する日までに、本市と仮契約を締結しなければならない。

　ないことによる補償は行わない。

　例（昭和３９年北九州市条例第８１号）第２条の規定により北九州市議会（以下「市議会」
　という。）の議決に付さなければならない工事の請負契約であるため、落札の決定後、仮契
　約書により仮契約を締結し、本契約は市議会の可決の日をもって成立するものとする。この

後１時から午後４時３０分まで
この公告の日から本件開札日まで（注６）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

登録

共同企業体の
代表構成員の
条件

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

共同企業体の
構成員の資格

北九州市公告第６５７号　　
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和２年９月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

適用する。

１４億５，４４２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
請負契約締結の日から令和６年３月１５日まで
掘削工（調節池本体工）　７２，２９２立方メートル　ほか
北九州市八幡西区小嶺一丁目ほか
金山川調節池整備工事（２－１）

１　工事概要

その他

（２）　この工事は、ＩＣＴ活用工事の試行対象工事である。詳細については、「ＩＣＴ活用
　試行工事特記仕様書」を確認すること。

所在地

構成員の数
共同企業体の
結成基準

（１）　この公告の日から令和２年１０月１２日まで（注６）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和２年１０月１３日　午前９時から正午まで

（１）　令和２年１０月２２日及び同月２３日　午前９時から午後７時まで

11



　受付期間
場所
日時
最低制限価格
入札保証金

　７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注６　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
　格審査申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。
注５　令和元・２年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請申請要領又は令和元・２年度北九州市建設工事入札参加資
注４　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項
　に規定する有資格業者名簿をいう。

　６）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

いずれかに該当する場合は、免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号の
免除する。
設けない。
令和２年１１月１０日　午前９時

（２）　令和２年１０月２６日　午前９時から午後４時３０分まで
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工事名 大積トンネル（大積柄杓田１号線）トンネル補修工事（２－１）
工事場所 北九州市門司区大字大積ほか
工事内容 トンネル延長　４７５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和３年３月１５日まで
予定価格 ４，７８２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　（注５）５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者に
　ついては予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が令
　和元年度又は令和２年度に発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が
　指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただ
　し、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で令和２年９月２８日から本件開札日までの間に開札するも
　のの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和２年１０月２０日　午前９時２０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第６５８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和２年９月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和２年１０月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和２年１０月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和２年１０月５日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和２年１０月６日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 曽根豊岡緑地照明灯設置工事
工事場所 北九州市小倉南区大字曽根
工事内容 緑地照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から令和３年３月１５日まで
予定価格 ４，０９９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で令和２年９月２８日から本
　件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和２年１０月２０日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和２年１０月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和２年１０月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和２年１０月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和２年１０月６日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市公告第６５９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和２年９月３０日

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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工事名 日明東４号上屋照明設備改修工事
工事場所 北九州市小倉北区西港町
工事内容 上屋照明設備の改修工事
工期 請負契約締結の日から令和３年３月２８日まで
予定価格 １，２２６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注４）を除く。）で令和２年９月２８日から本件開札日までの間に開札す
　るものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和２年１０月２０日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第６６０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和２年９月３０日

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和２年１０月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和２年１０月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和２年１０月５日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和２年１０月６日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金
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　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

　約款第２５条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規
　定する協議をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２５条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
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北九州市公告第６６１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和２年９月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量

  教職員人事給与システム改修業務（所得税制改正に伴う改修業務） 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局教職員部教職員給与課

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和２年８月３１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  ＴＩＳ株式会社九州支社 

  福岡市博多区博多駅東二丁目５番１号 

５ 契約金額 

  ３，１９０万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市公告第６６２号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和２年９月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 ＲＰＡシナリオ作成等委託業務 

 （２） 業務の内容等 入札仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 令和２年１１月１日から令和３年３月３１日まで

 （４） 履行場所 北九州市が指定する場所及び受注者の作業場所

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市総務局行政経営部行政経営課 

  イ 日時 この公告の日から令和２年１０月９日まで（日曜日及び土曜日 

   を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５ 

   時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償 

  で交付する。交付を希望する場合は、前号イの日時に北九州市総務局行政 
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  経営部行政経営課に連絡すること。 

 （３） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

  イ 日時 令和２年１０月１２日午後２時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 入札の中止 特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期す

  ることがある。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が

  損失を受けても、市は補償の責めを負わない。

 （５） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （６） 契約書作成の要否 要 

 （７） 契約に係る費用は、全て落札者の負担とする。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市総務局行政経営部行政経営課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２１６０ 
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北九州市上下水道局告示第３１号

 北九州市下水道条例施行規程（平成２４年北九州市水道局管理規程第３７号

）第１０条第１項第１号の規定により、次のとおり排水設備指定工事店の指定

を停止した。

  令和２年９月３０日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 停止年月日

６０８１ 株式会社千代田

増田初次

北九州市八幡西区

浅川学園台三丁目

２４番４号

令和２年８月２６日
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北九州市上下水道局告示第３２号

 北九州市下水道条例施行規程（平成２４年北九州市水道局管理規程第３７号

）第１０条第１項第１号の規定により、次のとおり排水設備指定工事店の指定

を取り消した。

  令和２年９月３０日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 取消年月日

４０４１ ホームガス商事有

限会社

梅野丈博

北九州市若松区東

二島三丁目５番７

号

令和２年９月３０日
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工事名 椎ノ木町他配水管布設替工事
工事場所 北九州市戸畑区椎ノ木町地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径３００ミリメートル　３３２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２４０日間
予定価格 ４，５１２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和２年９月２８
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和２年１０月２０日　午前９時２５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１３９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和２年９月３０日

期間

（２）　令和２年１０月６日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和２年１０月５日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和２年１０月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和２年１０月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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工事名 大字安瀬配水管布設替工事（５工区）
工事場所 北九州市若松区大字安瀬地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径２００ミリメートル　３２１．３メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１８０日間
予定価格 ３，９８８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２７年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和２年９月２８
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和２年１０月２０日　午前９時３０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　令和２年１０月１９日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１４０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　中　西　満　信

公告する。
　　令和２年９月３０日

期間

（２）　令和２年１０月６日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和２年１０月５日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和２年１０月１５日及び同月１６日　午前９時から午後７時まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
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